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第 4 次宝塚市環境基本計画について 

 

○計画の目的・役割 
目的：宝塚市環境基本条例の規定に基づき、市民・事業者・市が協働することにより、良好

な環境の保全・創造に関する施策を推進 

 

役割： 
 

 

 

○計画の位置づけ 
第 6次宝塚市総合計画のうち、環境の分野における目標を実現するために、方針や施策を示

し取組を推進 

 
 

＜宝塚市＞他部局計画 

 

 

○計画の期間 
目標年度：令和 17年度（2035年度） 

計画期間：令和 8年度（2026年度）から 10年間 

 

  

１ 本市における望ましい環境都市像の実現に向けた方向性を示す 

２ 環境の保全及び創造に関する目標及び環境行政の基本的な方針・考え方を示す 

３ 市民・事業者・市が取り組むべき事項を明らかにする 

（兵庫県環境の保全と創造に関する条例） 
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本市の目指す環境都市像 

 
 

 

施策推進の基本的な視点 

 

【基本的視点１】 

環境と経済・社会の統合的向上による持続可能な発展 

 

持続可能な発展とは、環境保全と経済・社会活動を両立させ、将来世代に豊かさを引き

継ぐ考え方です。日常生活での省エネや循環型行動は、環境負荷を減らすだけでなく、生

活の質の向上(Well-Being)にも繋がります。環境配慮は新たな経済価値を生み、地域

活性化の源泉となります。本市は、環境と経済・社会の好循環を目指し、2050年CO2実

質ゼロの「ゼロカーボンシティ」を実現するため、先進的な環境づくりを推進します。  

 

 

 

【基本的視点２】 

自然資本を基盤とした生物多様性の保全・再生 

 

本市は六甲山系などの自然資本に恵まれ、これらは多様な生物を育むとともに、市民

の安心・快適な生活を支えています。この豊かな自然を次世代へ引き継ぐため、開発や

利用において生態系の保全・再生に配慮することが不可欠です。「ネイチャーポジティブ」

の考え方に基づき、生物多様性の保全・再生を施策の基盤とし、自然資本の価値向上と

地域の魅力向上を目指します。 

 

 

 

【基本的視点３】 

多様な主体による参画・協働、共創 

 

健全な環境の維持には、市民・事業者・行政が目的を共有し、協働・共創することが重

要です。主体的な環境活動を広げるため、情報発信や学びの場を充実させ、市民が参画

しやすい環境を整備します。多様な主体がつながり、共に課題を解決する仕組みづくり

を推進します。 

 

  

『環境都市・宝塚 健全で恵み豊かな環境を共に育むまち』 
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施策の体系 

『
環
境
都
市
・
宝
塚 

健
全
で
恵
み
豊
か
な
環
境
を
共
に
育
む
ま
ち
』 

 

 Ⅰ ゼロカーボンの実現を目指すまちづくり 

 
省エネルギーの促進 ・脱炭素型のライフスタイル・ビジネススタイルへの転換 

 
再生可能エネルギーの推進 ・再生可能エネルギーの利活用の推進 

     

 Ⅱ 循環型社会の構築 

 
ごみの発生抑制、再使用の促進（2R） 

・家庭や事業所におけるごみ排出量の削減 

・食品ロス削減に向けた三者協働の活動推進 

 
分別の徹底とリサイクルの促進 

・燃やすごみに含まれる紙ごみ・プラスチックの資源化促進 

・分別徹底に向けた指導強化 
     

 Ⅲ 自然共生社会の実現 

 
生物多様性の保全・再生 

・生態系の保全と再生 

・侵略的外来種の防除、野生鳥獣の適正管理 

 持続可能な資源利用と生物多様性

理解の促進 

・自然資源の持続的な利活用 

・生物多様性の理解の促進 
     

 Ⅳ 健康で快適に暮らせるまちづくり 

 
大気環境の保全 

・自動車排気ガスの低減 

・大気汚染物質の監視と市民への情報発信 

 

水環境の保全 

・水質汚濁及び土壌汚染の防止・対策 

・水環境の保全・監視・汚染対策 

・水環境(河川・ため池・水路)の保全・美化と活用 

 騒音・振動・悪臭及び有害化学物質

対策 

・騒音・振動対策 

・悪臭及び有害化学物質対策 
     

 Ⅴ 安全で快適な環境のまちづくり 

 
景観の保全 

・景観の保全 

・美化活動の行き届いたまちづくり 

 
みんなにやさしいまちづくり 

・誰もが安心して生活できる移動空間の確保 

・マナーやモラル向上の啓発 
     

 Ⅵ みんなで取り組む環境づくり 

 
環境学習・教育の推進 

・環境学習・教育の推進 

・自然体験と交流の推進 

 
環境保全活動の支援 ・市民の環境保全活動の交流の場づくり 
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Ⅰ ゼロカーボンの実現を目指すまちづくり 

省エネルギーの促進 再生可能エネルギーの推進 

脱炭素型のライフスタイル・ビジネススタイル

への転換： 

・省エネルギー行動とライフスタイルの変革 

・省エネルギー・高効率家電の導入 

・事業者の脱炭素経営 

 

 

再生可能エネルギーの利活用の推進： 

 

・太陽光発電等の再生可能エネルギー設備導入 

・木質バイオマスの活用検討 

・ZEHや ZEBの普及促進 

 

 

 

 

 

 

 

省エネと再エネの両輪で「2030年カーボンハーフ・2050年ゼロカーボン」の実現を目指します 

 

Ⅱ 循環型社会の構築 

ごみの発生抑制・再使用の促進（2R） 分別の徹底とリサイクルの促進 

家庭や事業所におけるごみ排出量の削減： 

・ごみの減量・分別 

・繰り返し使用可能な商品の選択 

・環境負荷の少ない生産・流通 

 

食品ロス削減に向けた三者協働の活動推進: 

・食品の使い切り 

・食品の寄附 

 

 

 

 

 

 

燃やすごみに含まれる紙ごみ・プラスチックの

資源化促進： 

・ごみステーションの適正な利用 

・資源集団回収運動への参加 

 

分別徹底に向けた指導強化： 

・分別ルールの徹底 

・搬入ごみの検査や指導 

 

2R の推進・分別徹底・リサイクル率向上により、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指します 
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Ⅲ 自然共生社会の実現 

生物多様性の保全・再生 持続可能な資源利用と生物多様性理解の促進 

生態系の保全と再生： 

・生物多様性保全活動への参加 

・生態系調査を実施し保全・再生 

・自然共生サイトへの認定推進 

 

侵略的外来種の防除、野生鳥獣の適正管理： 

・侵略的外来種を入れない、捨てない、拡げない 

・駆除活動への参加 

自然資源の持続的な利活用： 

・里地里山、市街地の緑地の保全管理 

・農作物の地産地消 

・地域資源を活用した産業の推進 

 

生物多様性の理解の促進： 

・市民講座や環境イベントの実施・参加 

・SNS等による情報発信 

 

宝塚の豊かな自然環境を保全・再生し、人と自然が共生する社会を実現します 

 

Ⅳ 健康で快適に暮らせるまちづくり 

大気環境の保全 水環境の保全 
騒音・振動・悪臭及び 

有害化学物質対策 

自動車排気ガスの低減： 

・エコドライブの実践 

・公共交通機関、自転車、徒

歩による移動 

 

大気汚染物質の監視と市民へ

の情報発信： 

・廃棄物の違法野外焼却防止 

・ばい煙等の発生抑制 

・光化学スモッグの情報発信 

水質汚濁及び土壌汚染の防止・対

策： 

・有害物質の流出防止 

・水質調査・監視 

 

水循環の保全・監視・汚染対策： 

・生活・事業排水対策の普及 

・雨水利用 

 

水環境（河川・ため池・水路）の保全・

美化と活用： 

・河川等の多自然川づくりの採用 

・アドプト制度による環境保全活

動 

 

 

 

 

 

騒音・振動対策： 

・規制基準の遵守徹底 

・自動車騒音測定 

 

 

悪臭及び有害化学物質対策： 

・環境意識や生活マナー向上 

・定期的な調査 

生活環境の継続的な監視と情報提供により、健康で快適な暮らしを守ります 
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Ⅴ 安全で快適な環境のまちづくり 

景観の保全 みんなにやさしいまちづくり 

景観の保全： 

・自然景観とまちなみ景観の保全、活用 

・都市景観の形成に関する知識の普及 

 

美化活動の行き届いたまちづくり： 

・地域の美化活動への参加 

・ごみ不法投棄等の情報提供、防止対策 

 

誰もが安心して生活できる移動空間の確保： 

・交通ルールの遵守 

・駐輪場、自転車通行帯などの整備 

 

マナーやモラル向上の啓発： 

・ペット飼育マナーの啓発 

・喫煙マナーの啓発 

・道路交通法の周知 

 

宝塚らしい景観を守りながら、安全・安心・快適に暮らせるまちづくりを推進します 

 

Ⅵ みんなで取り組む環境づくり 

環境学習・教育の推進 環境保全活動の支援 

環境学習・教育の推進： 

・地域における生涯学習、出前講座 

・環境問題に対する意識の向上 

 

自然体験と交流の推進： 

・環境保全活動体験への参加 

・農業体験への参加や市民農園の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の環境保全活動の交流の場づくり： 

・環境保全団体の活動への協力 

・環境プラットフォームの作成 

 

 

学びと体験・市民活動の支援を通じ、「みんなで取り組む環境づくり」を推進します 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

私たち国際情勢の地球は、バランスのとれた生き物のようなもので、人類 

のみならず、すべてのいのちの源であり、地球の未来は、その恵み 

によって生きている人間の知恵と行動に大きくゆだねられています。 

 

私たちのまち宝塚は、六甲、北摂の山なみ、武庫川の流れに象徴さ 

れる豊かな自然や歴史的、文化的な資源に恵まれた美しいまちです。 

私たちは、このすばらしい環境を、将来の世代に引き継いでいかな 

ければなりません。 

 

私たちは、宝塚を訪れる人たちとともに、このかけがえのない環境 

を大切にしながら、今までの暮らしや、いとなみを見直し、一人 

ひとりの小さな行動を積み重ね、健全で恵み豊かな環境をともに 

はぐくみ、大きな「宝の塚」を築きあげて「環境都市・宝塚」と 

することを、ここに宣言します。 

 

一、私たちは、水と緑きらめく、魅力あふれるまちをつくります。 

 

一、私たちは、人と自然や生き物がともに生きていくまちをつくり 

ます。 

 

一、私たちは、ものを大切にし、ごみの減量やエネルギーなどの 

節約、リサイクルの推進に努めます。 

 

平成八年九月十日 

宝 塚 市 

 

環 境 都 市 宣 言 


